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問
合
せ
は
直
通
電
話
で

�

役
場
へ
の
電
話（
☎
と
記
載
）は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
話
も
ケ
ー
ブ
ル
電
話
も
同
じ
番
号
で
担
当

の
課
に
直
通
で
つ
な
が
り
ま
す
。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
話
の
み
は
、
℡
と
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。

ケ
ー
ブ
ル
電
話
　�
南
条
・
今
庄
地
区
→
河
野
地
区
、
河
野
地
区
→
南
条
・
今
庄
地
区

へ
か
け
る
と
き
は
電
話
番
号
の
前
に
１
６
６
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

お知らせ　 Minamiechizen Information

河
野
診
療
所　

☎
48

－
２
６
１
０

　

12
月
29
日（
水
）か
ら
１
月
３
日（
月
）

ま
で
は
、
休
診
で
す
。

▼
バ
　
ス

【
運
　
休
】

  

南
条
福
祉
バ
ス（
南
条
地
区
）

  

　
12
月
29
日（
水
）〜
１
月
３
日（
月
）

  

今
庄
住
民
利
用
バ
ス（
今
庄
地
区
）

  

　
１
月
１
日（
土
）〜
２
日（
日
）

  

や
す
ら
ぎ
バ
ス（
今
庄
地
区
）

  

　
12
月
29
日（
水
）〜
１
月
３
日（
月
）

【
運
行
の
変
更
】

  

今
庄
住
民
利
用
バ
ス（
今
庄
地
区
）

  

　
12
月
29
日（
水
）〜
31
日（
金
）

  

　
日
曜
日
と
同
じ
運
行
と
な
り
ま
す
。

  

　
電
話
で
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

  

王
子
保
河
野
海
岸
線

　（
河
野
地
区
・
福
鉄
路
線
）

  

　
12
月
30
日（
木
）〜
１
月
３
日（
月
）

  

　
日
曜
日
と
同
じ
運
行
と
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ　

　

本
庁　
　
　
　
　
　

☎
47

－

３
０
０
０

　

今
庄
総
合
事
務
所　

☎
45

－

１
１
１
１

　

河
野
総
合
事
務
所　

☎
48

－

２
１
１
１

自

動

交

付

機

停

止

　

次
の
期
間
は
、
機
器
更
新
の
た
め
自
動

交
付
機
が
停
止
し
、
全
て
の
証
明
書
等
の

発
行
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

停
止
す
る
期
間
　
12
月
の
土･

日
・
祝
日

全
て
の
証
明
書
等

　

住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、

外
国
人
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明
、
税
に

関
す
る
証
明
書（
所
得
証
明
書
・
納
税
証

明
書
・
固
定
資
産
証
明
書
）

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

　
　
　
　
　

☎
47

－

８
０
１
５

家

屋

滅

失

届

　

家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は
、
毎
年

１
月
１
日
現
在
に
存
在
す
る
家
屋
に
課
税

さ
れ
ま
す
の
で
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場

合
は
、
速
や
か
に
家
屋
滅
失
届（
本
庁
・

各
総
合
事
務
所
に
あ
り
ま
す
）を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
後
の
土
地

の
利
用
状
況
に
よ
り
、
土
地
の
固
定
資
産

税
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

届
出
方
法　

 

家
屋
滅
失
届
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
町
民
税
務
課
ま
た
は
各

総
合
事
務
所
生
活
企
画
Ｇ
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

登
記
を
し
て
あ
る
家
屋
で
、
す
で
に
滅

失
登
記
を
し
て
あ
る
方
、
ま
た
は
年
内

（
12
月
末
日
ま
で
）に
滅
失
登
記
を
す

る
方
は
、
届
出
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
合
せ　

　

町
民
税
務
課　
　
　

℡
47

－

８
０
１
４

　

今
庄
・
生
活
企
画
Ｇ  

☎
45

－

８
０
０
０

　

河
野
・
生
活
企
画
Ｇ  

☎
48

－

７
７
０
１

▼
上
・
下
水
道

▼ 

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
・
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

異
常
が
あ
っ
た
場
合
は
役
場（
本
庁
・

各
総
合
事
務
所
）へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
ご
　
み

　

12
月
30
日（
木
）ま
で
収
集
を
行
い
ま

す
。
年
始
は
、
１
月
４
日（
火
）か
ら
収

集
し
ま
す
。
１
月
の
ご
み
収
集
に
つ
い
て

は
、
広
報
１
月
号（
12
月
24
日
発
行
）と

一
緒
に
配
布
す
る
町
民
カ
レ
ン
ダ
ー
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
診
療
所

今
庄
診
療
所　

☎
45

－

０
０
３
０

　

12
月
29
日（
水
）か
ら
１
月
３
日（
月
）

ま
で
は
、
休
診
で
す
。
た
だ
し
、
医
師
は

休
診
時
も
２
階（
病
棟
）に
お
い
て
昼
夜

勤
務
し
て
い
ま
す
。
時
間
外
診
察
の
場
合

は
、
老
人
保
健
施
設
側
建
物
の
２
階
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
、
往
診
の
こ
と

な
ど
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

暮
ら
し

年
末
年
始
の
町
の
業
務

　

12
月
29
日（
水
）か
ら
１
月
３
日（
月
）

ま
で
は
、
年
末
年
始
の
た
め
、
役
場
の
業

務
・
町
の
施
設
は
休
み
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
年
末
年
始
を
含
む
各
施
設
の
業

務
案
内
は
、
12
月
町
民
カ
レ
ン
ダ
ー
の
裏

面
に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

▼
役
場（
本
庁
・
各
総
合
事
務
所
）

　

戸
籍
関
係
の
届
出
は
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
証
明
書
類
等
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
自
動
交
付
機

　

12
月
29
日（
水
）か
ら
１
月
３
日（
月
）

ま
で
は
、
丹
南
地
区
全
て
の
自
動
交
付
機

が
休
止
し
ま
す
。
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑

登
録
証
明
書
、
外
国
人
登
録
原
票
記
載
事

項
証
明
、
税
に
関
す
る
証
明
書（
所
得
証

明
書
・
納
税
証
明
書
・
固
定
資
産
証
明
書
）

に
つ
い
て
、
発
行
で
き
ま
せ
ん
。
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相
　
談

行

政

相

談

　

行
政
相
談
は
、
国
や
県
、
町
な
ど
行
政

に
対
し
て
の
意
見
や
要
望
を
受
け
、
そ
の

解
決
や
実
現
を
図
る
と
と
も
に
、
行
政
運

営
の
改
善
に
反
映
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
相

談
は
無
料
で
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

【
12
月
の
行
政
相
談
】

●
河
内
集
会
所

　

12
月
１
日（
水
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時

　
相
談
委
員　

網
田  

浩
淳 

さ
ん（
河　

内
）

■
問
合
せ　

企
画
財
政
課　

　
　
　
　
　

☎
47

－

８
０
１
３

巡

回

就

業

相

談

　

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン

タ
ー
の
母
子
自
立
支
援
員
に
よ
る
巡
回
就

業
相
談
が
行
わ
れ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

日
　
時　

12
月
２
日（
木
）

　
　
　
　

午
後
１
時
〜
午
後
３
時

場
　
所　

南
条
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
　
容　

 

就
業
に
向
け
た
相
談
、
求
人
情

報
の
提
供
、
技
能
訓
練
講
座
の

実
施
に
関
す
る
情
報
提
供
等
の

総
合
的
な
ア
ド
バ
イ
ス

■
問
合
せ　

丹
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

武
生
福
祉
保
健
部
福
祉
課

　
　
　
　
　

℡
22

－

４
１
３
５

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
相
談
会

　

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
視
聴
方
法
や
機

器
の
設
置
方
法
等
に
つ
い
て
、
専
門
の
相

談
員
が
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
ど
ん
な

こ
と
で
も
結
構
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
す
。

日
　
時　

12
月
14
日（
火
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜

場
　
所　

河
野
地
区
公
民
館

相
談
員　

 

福
井
県
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ

ン
タ
ー（
デ
ジ
サ
ポ
）
地
デ
ジ

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
職
員

■
問
合
せ　

　

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ　

☎
47

－

８
０
０
６

　

デ
ジ
サ
ポ
福
井　

　

℡
０
７
７
６

－

29

－

１
０
９
５

無

料

法

律

相

談

　

専
門
の
相
談
員
が
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い（
事
前
の
予
約
が
必

要
で
す
）。

日
　
時　

12
月
14
日（
火
）

　
　
　
　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

場
　
所　

今
庄
福
祉
セ
ン
タ
ー

相
談
員　

北
川　

慎
治　

弁
護
士

■
申
込
み
・
問
合
せ　

　

南
越
前
町
社
会
福
祉
協
議
会
今
庄
支
所

　

☎
45

－
１
１
７
５

巡

回

養

育

費

相

談

　

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン

タ
ー
の
養
育
費
相
談
員
に
よ
る
巡
回
相
談

が
行
わ
れ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。

日
　
時　

12
月
15
日（
水
）

　
　
　
　

午
後
１
時
〜
午
後
３
時

場
　
所　

南
条
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
　
容　

養
育
費
に
関
す
る
こ
と

※ 

内
容
に
よ
り
専
門
家（
弁
護
士
等
）を

紹
介
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

■
問
合
せ　

丹
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

武
生
福
祉
保
健
部
福
祉
課

　
　
　
　
　

℡
22

－

４
１
３
５

福
井
県
労
使
相
談
セ
ン
タ
ー

労

働

相

談

　

労
働
条
件
、
雇
用
な
ど
の
労
働
問
題
に

つ
い
て
、
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

受
付
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

■
問
合
せ　

福
井
県
労
使
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

丹
南
事
務
所

　
　
　
　
　

℡
22

－

１
０
０
６

募
　
集

天

体

観

望

会

す
ば
る
星
団
と
木
星
を
み
よ
う

　

清
少
納
言
の
枕
草
子
で
一
番
美
し
い
と

さ
れ
た「
す
ば
る
」と
ひ
と
き
わ
明
る
く

輝
く「
木
星
」を
観
察
し
ま
し
ょ
う（
悪
天

候
時
は
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
を
見
ま
す
）。

日
　
時　

12
月
４
日（
土
）

　
　
　
　

午
後
７
時
30
分
〜

場
　
所　

河
野
天
文
学
習
館

■
問
合
せ　

教
育
委
員
会
河
野
事
務
所

　
　
　
　
　

☎
48

－

７
７
１
１

町
民
ド
ッ
ヂ
ビ
ー
大
会

日
　
時　

12
月
12
日（
日
）

　
　
　
　

午
前
９
時
〜

場
　
所　

河
野
小
学
校
体
育
館

部
　
門　

小
学
１
〜
３
年
生
の
部

　
　
　
　

小
学
４
〜
６
年
生
の
部

　
　
　
　

一
般
の
部

参
加
資
格　

 

町
内
の
小
学
生
以
上
の
方
ま
た

は
町
内
に
勤
務
す
る
方

申
込
方
法　

申
込
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切　

12
月
６
日（
月
）

■
申
込
み
・
問
合
せ　

　

教
育
委
員
会　

☎
47

－

３
８
１
０

　

今
庄
事
務
所　

☎
45

－

８
０
０
３

　

河
野
事
務
所　

☎
48

－

７
７
１
１
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お知らせ　 Minamiechizen Information

今
庄
地
区
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

日
　
時　

12
月
19
日（
日
）

　
　
　
　

午
前
８
時
30
分
〜

場
　
所　

今
庄
小
学
校
体
育
館

部
　
門　

一
般
男
子
の
部

　
　
　
　

一
般
女
子
の
部

参
加
資
格　

 

町
内
在
住
の
中
学
生
以
上
の
方

ま
た
は
町
内
に
勤
務
す
る
方

参
加
料　

１
チ
ー
ム
５
０
０
円

申
込
方
法　

申
込
書
に
参
加
料
を
添
え
て
提

　
　
　
　

出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切　

12
月
10
日（
金
）

■
申
込
み
・
問
合
せ

　

教
育
委
員
会
今
庄
事
務
所

　

☎
45

－

８
０
０
３

公
立
丹
南
病
院
売
店
事
業
者

　

公
立
丹
南
病
院
改
築
に
伴
い
、
新
し
い

病
院
の
売
店
事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。
営

業
開
始
予
定
は
、
新
病
院
の
開
院
が
予
定

さ
れ
る
平
成
24
年
５
月
で
す
。

応
募
資
格　

 

良
質
な
商
品
お
よ
び
優
良
な

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
、
実
績

を
有
す
る
こ
と
。

募
集
締
切　

12
月
24
日（
金
）

※ 

審
査
委
員
会
で
審
議
の
う
え
、
事
業
者

を
決
定
し
ま
す
。

■
問
合
せ　

公
立
丹
南
病
院
組
合
事
務
局

　
　
　
　
　

℡
52

－

５
５
８
５

そ
の
他

越

前

た

く

み

街

道

湯
め
ぐ
り
チ
ケ
ッ
ト

　

福
井
県
丹
南
広
域
組
合
で
は
、
丹
南
地

域（
南
越
前
町
・
鯖
江
市
・
越
前
市
・
池

田
町
・
越
前
町
）の
指
定
温
泉
10
施
設
で

利
用
で
き
る
お
得
な
入
浴
チ
ケ
ッ
ト
を
販

売
し
ま
す
。

金
　
額　

５
、０
０
０
円（
12
枚
綴
り
）

販
売
期
間　

12
月
１
日（
水
）〜

　
　
　
　

平
成
23
年
５
月
31
日（
火
）

販
売
場
所　

丹
南
地
域
の
指
定
温
泉
施
設

　
　
　
　
 （
花
は
す
温
泉
そ
ま
や
ま
、
今

庄
３
６
５
温
泉
や
す
ら
ぎ
、
河

野
シ
ー
サ
イ
ド
温
泉
ゆ
う
ば
え

な
ど
10
施
設
）

　
　
　
　

 

丹
南
地
域
伝
統
的
工
芸
品
産
地

組
合　

他（
タ
ケ
フ
ナ
イ
フ
ビ

レ
ッ
ジ
な
ど
６
施
設
）

特
　
典

● 

チ
ケ
ッ
ト
を
購
入
し
た
方
に
、越
前
た
く

み
街
道
タ
オ
ル
を
１
本
プ
レ
ゼ
ン
ト
！

● 

チ
ケ
ッ
ト
使
用
１
枚
に
つ
き
、
各
施
設

で
ス
タ
ン
プ
を
１
個
押
し
ま
す
。
集
め

た
ス
タ
ン
プ
に
応
じ
て
、
抽
選
で
丹
南

地
域
の
特
産
品
な
ど
豪
華
商
品
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
！

■
問
合
せ　

福
井
県
丹
南
広
域
組
合

　
　
　
　
　

℡
23

－

４
５
５
０

平
成
22
年
度
狩
猟
免
許
試
験

　

福
井
県
で
は
、
次
の
と
お
り
狩
猟
免
許

試
験
を
実
施
し
ま
す
。

日
　
時　

平
成
23
年
１
月
29
日（
土
）

　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時

場
　
所　

福
井
県
職
員
会
館

　
　
　
　
（
福
井
市
松
本
３

－

16

－

10
）

免
許
の
種
類　

網
猟
免
許
、
わ
な
猟
免
許
、

　
　
　
　

第
一
種
・
第
二
種
銃
猟
免
許

申
込
方
法　

 

丹
南
農
林
総
合
事
務
所
に
申
請

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　

 

12
月
１
日（
水
）〜
24
日（
金
）

そ
の
他　

 

南
越
前
町
鳥
獣
害
対
策
協
議
会

で
は
、
事
前
研
修
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

■
申
込
み
・
問
合
せ

　

 

丹
南
農
林
総
合
事
務
所
林
業
部
林
業
・

木
材
活
用
課　

℡
23

－

４
９
６
１

　

産
業
振
興
課　

☎
47

－

８
０
０
１

町
民
ゴ
ル
フ
大
会

開
催　

10
月
23
日
（
土
）

　
　
　

 
武
生
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

①
宮
下　

忠
義
（
今　

泉
）

②
島
﨑
征
四
郎
（
西
大
道
）

③
德
永　

英
基
（
荒　

目
）

ス
ポ
ー
ツ
・
大
会
の
結
果

（
敬
称
略
）

南
条
地
区
卓
球
大
会

開
催　

11
月
７
日
（
日
）

　
　
　

南
条
小
学
校
体
育
館

個
人
の
部

<

小
学
生
高
学
年>

①
毛
利
田
悠
花
（
桜　

町
）

②
青
木　

花
蓮
（
西
大
道
）

③
岩
嵜　

彩
乃
（
金　

粕
）

　

平
澤　

七
夕
（
上
平
吹
）

<

中
学
生
男
子>

①
小
川　

晃
揮
（
鋳
物
師
）

②
井
上　

尚
紀
（
堂　

宮
）

③
南　
　

耀
介
（
東
大
道
）

　

桂
木　

竜
海
（
上　

野
）

<

中
学
生
女
子>

①
澤
﨑　

優
里
（
上　

野
）

②
今
村　
　

唯
（
脇　

本
）

③
伊
藤　

瑛
里
（
奥
野
々
）

　

赤
澤　

愛
望
（
阿
久
和
）

ラ
リ
ー
の
部

<

小
学
生>

①
平
澤　

七
夕
（
上
平
吹
）

　

岩
﨑　

野
亜
（
上　

野
）

<

中
学
生
男
子>

①
向
山　
　

駿
（
西
大
道
）

　

日
𠮷　

康
晴
（
鯖　

波
）

<

中
学
生
女
子>

①
澤
﨑　

優
里
（
上　

野
）

　

赤
澤　

愛
望
（
阿
久
和
）
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お知らせ　 Minamiechizen Information

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間

（
厚
生
年
金
等
の
加
入
期
間
を
含
む
）

と
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
を
免
除

さ
れ
た
期
間
が
25
年（
３
０
０
カ
月
）

以
上
あ
る
方
に
は
、
65
歳
か
ら
老
齢

基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
年

金
を
少
し
で
も
多
く
受
給
し
た
い
方

の
た
め
に
、
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
民

年
金
保
険
料
と
あ
わ
せ
て
、
月
額

４
０
０
円
の
付
加
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
で
、
老
齢
基
礎
年
金
に
付
加

年
金
が
加
算
さ
れ
支
給
さ
れ
る
も
の

で
す
。

付
加
年
金
の
年
金
額

　

２
０
０
円
× 

付
加
保
険
料
を
納
付

し
た
月
数

留
意
事
項

◎ 

付
加
保
険
料
の
納
付
を
希
望
す
る

方
は
、
町
民
税
務
課
に
申
出
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎ 

国
民
年
金
基
金
に
加
入
中
の
方

は
、
付
加
保
険
料
を
納
付
で
き
ま

せ
ん
。

◎ 

納
付
期
限（
対
象
月
の
翌
月
末
）を

経
過
し
て
の
付
加
保
険
料
は
納
付

で
き
ま
せ
ん
。

年 金 の お 知 ら せ ■問合せ　武生年金事務所　℡ 23－1124
　　　　　町民税務課　　　☎ 47－8015

例付加保険料を 10年間納付した場合
  ・付加保険料の納付額
　 400 円× 12カ月× 10年＝ 48,000 円
  ・付加年金の年金額
　 200 円× 12カ月× 10年＝ 24,000 円

　　　 10 年間は、毎年 24,000 円の付加年金が老齢
基礎年金に加算されます。2年間で付加保険料
相当分の年金を受け取ることができるので、3
年目以降はもらい得になります。

成
人
式

日
　
時　

平
成
23
年
１
月
９
日（
日
）

　
　
　
　

午
前
10
時
30
分
〜

　
　
　
　
（
受
付 

午
前
９
時
30
分
〜
）

場
　
所　

南
条
文
化
会
館
ホ
ー
ル

対
象
者　

平
成
２
年
４
月
２
日
〜

　
　
　
　

 

平
成
３
年
４
月
１
日

　
　
　
　

生
ま
れ
の
方

■
問
合
せ　

　

教
育
委
員
会  

☎
47

－

３
８
１
０

　

今
庄
事
務
所  

☎
45

－

８
０
０
３

　

河
野
事
務
所  

☎
48

－

７
７
１
１

南
越
前
町

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
に
あ
た
る
も
の
が
、
個

人
住
民
税
で
は
特
別
徴
収
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
事
業
者（
給
与
支
払
者
）が
、
従
業
員（
給

与
所
得
者
）の
納
め
る
べ
き
個
人
住
民
税
額
を
、

源
泉
徴
収
と
同
様
に
毎
月
の
給
与
支
払
時
に
徴

収（
差
し
引
き
）し
、町
に
納
入
す
る
制
度
で
す
。

※ 

所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
者
は
、
原
則
と
し

て
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
も
特
別
徴
収
の
義

務
が
あ
り
ま
す
。

☆
特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト
☆

　

事
業
者
が
税
額
を
計
算
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
従
業
員
に
と
っ
て
は
、
納
税
の
た
め
に

金
融
機
関
や
役
場
へ
出
向
く
手
間
が
省
け
、
納

め
忘
れ
が
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
普
通
徴
収

（
自
ら
納
付
書
で
納
付
）の
納
期
が
年
４
回
で

あ
る
の
に
対
し
、特
別
徴
収
は
年
12
回
な
の
で
、

従
業
員
の
１
回
あ
た
り
の
負
担
額
が
小
さ
く
な

り
ま
す
。

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

℡
47

－

８
０
１
４

従
業
員
の
個
人
住
民
税
は
特
別
徴
収
で
！

従
業
員
の
個
人
住
民
税
は
特
別
徴
収
で
！

②
税
額
の
計
算
・
決
定

南
　越
　前
　町

事
業
者（
給
与
支
払
者
）【
特
別
徴
収
義
務
者
】

従
業
員（
給
与
所
得
者
）【
納
税
義
務
者
】

①給与支払報告書の提出

（1月31日まで）

⑥税の納入

（翌月10日まで）

③税額の通知

（5月31日まで）⑤税の徴収

（６月から翌年５月までの
 給与支払日）

④税額の通知

（税額決定通知書の配布）

～
相
続
又
は
贈
与
等
に
係
る
生
命︵
損
害
︶保
険
契
約
等
に

　
基
づ
く
年
金
の
税
務
上
の
取
り
扱
い
の
変
更
に
つ
い
て
～

　

相
続
、
贈
与
等
に
よ
り
取
得
し
た
生
命
保
険
契
約
や
損
害
保
険
契
約
等
に
係
る
年

金
の
所
得
税
の
取
り
扱
い
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
変
更
に
よ
り
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://www.nta.go.jp

）を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

税
務
署
に
問
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

武
生
税
務
署　

℡
22

－

０
８
９
０

付
加
保
険
料
を
納
付
し
て
年
金
を
増
や
し
ま
せ
ん
か
？


